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(57)【要約】
　建築構造物用仕切りは、支持枠と、支持枠に固定され
た石膏ボードと、を含む。支持枠は、複数の細長い木材
部材を含む。石膏ボードは、繊維を石膏に対して少なく
とも１重量％の量で埋め込んだ石膏マトリックス、並び
に、石膏に対して少なくとも１重量％の量で存在する高
分子添加物を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建築構造物用仕切りであって、該仕切りは、支持枠と、支持枠に固定された少なくとも
１つの石膏ボードと、を含み、
　支持枠は、複数の細長い木材部材と、繊維を石膏に対して少なくとも１重量％の量埋め
込んだ石膏マトリックスとを含み、石膏マトリックスは、石膏に対して少なくとも１重量
％の量で存在する高分子添加物を更に含む、仕切り。
【請求項２】
　繊維は、石膏に対して少なくとも３重量％の量で存在する、請求項１による仕切り。
【請求項３】
　高分子添加物は、石膏に対して少なくとも３重量％の量で存在する、請求項１又は２に
よる仕切り。
【請求項４】
　高分子添加物は、石膏に対して少なくとも５重量％の量で存在する、請求項３による仕
切り。
【請求項５】
　繊維は、石膏に対して約３重量％の量で存在し、高分子添加物は、石膏に対して約５重
量％の量で存在する、請求項１乃至４のいずれか１項による仕切り。
【請求項６】
　石膏ボードは、石膏ボードの面の１つに取付けられた裏打ち層を有する、請求項１乃至
５のいずれか１項による仕切り。
【請求項７】
　裏打ち層は、０．５mm以上の厚さ、好ましくは１mm以上の厚さを有する、請求項６によ
る仕切り。
【請求項８】
　裏打ち層はガラス繊維層である、請求項６又は７による仕切り。
【請求項９】
　繊維は、ガラス繊維である、請求項１乃至８のいずれか１項による仕切り。
【請求項１０】
　繊維は、１２mm以下の平均長さを有する、請求項９による仕切り。
【請求項１１】
　繊維は、１０mm以下の平均長さを有する、請求項１０による仕切り。
【請求項１２】
　高分子添加物は、澱粉である、請求項１乃至１１のいずれか１項による仕切り。
【請求項１３】
　高分子添加物は、ポリビニールアセテートである、請求項１－１１のいずれか１項によ
る仕切り。
【請求項１４】
　イギリス標準ＢＳ　ＥＮ　５９４：１９９６にしたがって測定された、１５００Ｎ／ｍ
より大きいラッキング剛性を有する、請求項１乃至１３のいずれか１項による仕切り。
【請求項１５】
　ラッキング剛性は、２０００Ｎ／ｍ　以上である、請求項１４による仕切り。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、変形抵抗を改良した木枠仕切りに関し、特に、改良風荷重抵抗を有する仕切
りに関する。
【背景技術】
【０００２】
　石膏被覆ボードはしばしば、木枠構造の用途には好まれない。何故ならば、石膏被覆ボ
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ードが、調節要件を満たす程の風荷重抵抗を提供しないからである。したがって、延伸ス
トランドボード及び合板のようなボードが以前使用されてきた。
【０００３】
　風荷重抵抗は、一般的には、ボードのラッキング強度、すなわちボードの平面で剪断荷
重に抵抗する、ボードの能力により特徴付けられる。ラッキング強度は、他の機械的パラ
メータと厳密に相互関係を示さないから、予測が困難である。
【０００４】
　木枠構造に使用できるような改良ラッキング強度を有する石膏ボードを提供することが
望ましい。
【発明の概要】
【０００５】
　高いレベルの繊維及び少なくとも１つの高分子添加物を含む石膏を主材とする石膏ボー
ドが高いレベルのラッキング抵抗を有することが分かった。
　したがって、第１の面では、本発明は、建築構造の仕切りを提供し、該仕切りは、支持
枠と、支持枠に固定された少なくとも１つの石膏ボードを含み、
　支持枠は、複数の細長い木材部材を含み、石膏ボードは、石膏に、石膏に対して少なく
とも１重量％の量繊維を埋め込んだ石膏マトリックスを含み、石膏マトリックスは、石膏
に対して少なくとも１重量％の量で存在する高分子添加物を更に含む。
【０００６】
　好ましくは、繊維は、石膏に対して少なくとも３重量％の量、もっと好ましくは、石膏
に対して少なくとも５重量％の量で存在する。
　比較的短い繊維の使用が、ボード全体にわたって均一な繊維分布を促進するのを助け、
これは、ラッキング抵抗に有利な効果をもたらす。かくして、繊維長さは、２０ｍｍ以下
、好ましくは、１５ｍｍ以下、もっと好ましくは、１０ｍｍ以下であるのが好ましい。繊
維の長さは、好ましくは、１ｍｍ以上である。好ましくは、繊維はガラス繊維である。
【０００７】
　好ましくは、石膏ボードは、ガラス繊維シートのような裏打ち層を具備する。
　裏打ち層は、パネルの別個の成分を提供する層を表す。すなわち、裏打ち層は、支持体
と一体には形成されない。効果的には、支持体と裏打ち層との間に明確な界面又は境界が
ある。
　典型的には、裏打ち層は、少なくとも０．２５ｍｍ，好ましくは、少なくとも０．５ｍ
ｍ，もっと好ましくは、少なくとも１ｍｍの厚さを有する。典型的には、裏打ち層の厚さ
は、４ｍｍ以下、好ましくは、３ｍｍ以下、もっと好ましくは、２．５ｍｍ以下である。
【０００８】
　ある場合には、高分子添加物は、澱粉である。他の場合には、高分子添加物は、ポリビ
ニールアセテートのような合成ポリマーである。
【０００９】
　典型的には、イギリス標準ＢＳ　ＥＮ　５９４：１９９６にしたがって測定された、仕
切りのラッキング剛性は、１５００Ｎ／ｍ　以上であり、好ましくは２０００Ｎ／ｍ　以
上である。
【００１０】
　石膏ボードは、スタッコと水を混合してスタッコスラリーを形成し、スラリーを硬化さ
せることを含むプロセスにより準備される。かくして、石膏ボードは、繊維ボードのよう
なボードとは区別ささる。繊維ボードは、水と繊維とカルシウム二水化物を混合してスラ
リーを形成し、スラリーを加熱して石膏を焼成し、スラリーから水を除去し、焼成石膏の
完全な硬化前にフィルターケーキを所望形状に形成することのプロセスにより準備される
。
　今、本発明を以下の図を参照して例示として説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
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【図１】ラッキング抵抗を測定するための試験装置の概略立面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　ボードのラッキング抵抗を試験
　ラッキング抵抗を、イギリス標準ＢＳ　ＥＮ　５９４：１９９６にしたがって測定した
。
【００１３】
　図１を参照すると、高さ２４００mm×長さ２４００mmの試験片１０を構成しそして試験
装置内に置いた。試験片は、９０mm×３８mm　断面の木材上下横木及び上下横木の間に、
６００mm　の間隔で延びる９０mm×３８mm　断面の木材間柱からなる枠を含んだ。ヘッド
バインダー１２を上下横木に取り付けた。試験片を、枠の下横木に差し込まれたボルト１
３によって試験装置にボルト止めした。
【００１４】
　石膏ボード被覆１４をヘッドバインダーの下に単一層で枠に固定した。石膏ボードを石
膏ボードの周辺に、３００mmの間隔で４１mmイギリス石膏乾式壁木材ビスでビス止めした
。
【００１５】
　第１の荷重段階では、下方に垂直な予荷重Ｆを間柱の位置で試験片に加えた。引き続い
て、この荷重を除去した。第２の荷重段階では、ラッキング荷重Ｆを、パネルの上横木及
びヘッドバインダーに取り付けられた金属板１６に、試験片の頂部と水平に加えた。石膏
ボードの変形を、トランスデューサＢで変位を引いたトランスデューサＡで変位として測
定した。
　ラッキング剛性を、ラッキング荷重Ｆと石膏ボードの変形との比として計算した。
【実施例】
【００１６】
実施例１
　次の添加成分を含む石膏コアを有する石膏ボード
　３重量％６mmガラス繊維
　６重量％澱粉(RoquetteからのAmidon　MB 065XとGrain　Processing　Corporationから
のCoatmaster　K57 エチル化澱粉との混合物）
　耐水性添加物：シリコンオイル及びセメント
　殺生剤：ナトリウムomadine (商標)

　石膏ボードは、１２．５ｍｍの厚さ及び１２．３kg/ｍ2の重量を有する。
　石膏ボードは、３６０g/ｍ2の重量を有する下塗りガラスマット及び鉱物コーティング
によって提供されたライナーを有する。
【００１７】
実施例２
　次の添加成分を含む石膏コアを有する石膏ボード
　12mmガラス繊維の3重量％
　3重量％の澱粉(RoquetteからのAmidon　MB 065XとGrain　Processing　Corporationか
らのCoatmaster　K57 エチル化澱粉との混合物）
　石膏ボードは、石膏ボードの両側に、２４０g／/ｍ2の重量を有する紙ライナー及び加
えて、１．５mmのガラス繊維シートによって提供された裏打ち層を有する。複合ボード（
石膏ボード及び裏打ち層を含む）の全体の厚さは、１５mmである。複合ボードの全体の重
量は、１５．６kg／ｍ2である。
【００１８】
実施例３
　次の添加成分を含む石膏コアを有する石膏ボード
　６mmのガラス繊維の３重量％
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　５重量％澱粉（Tate&LyleからのMerifilm)
　石膏ボードは、ボードの両側に紙ライナーを有する。紙ライナーの重量は、支持枠から
離れる方に面する、ボードの側で１９０ｇ／ｍ2であり、支持枠の方に面している、ボー
ドの側で１８０ｇ／ｍ2である。石膏ボードは、ほぼ１２Kg／ｍ2の重量を有する１２．５
mmの厚い製品である。
【００１９】
比較例１
　次の添加成分を含む石膏コアを有する石膏ボード
　１２mmのガラス繊維の０．５重量％
　石膏ボードは、下塗りガラスマットによって提供されたライナーを有する。石膏ボード
の重量は、１１Kg／ｍ2である。

結果
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【国際調査報告】



(8) JP 2017-536316 A 2017.12.7

10

20

30

40



(9) JP 2017-536316 A 2017.12.7

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(74)代理人  100095898
            弁理士　松下　満
(74)代理人  100098475
            弁理士　倉澤　伊知郎
(74)代理人  100130937
            弁理士　山本　泰史
(72)発明者  スパークス　ジョアンナ
            イギリス　シーヴイ３　２ティーティー　コヴェントリー　ビンリー　ビジネス　パーク　サン－
            ゴバン　ハウス　ビーピービー　ユナイテッド　キングダム　リミテッド内
Ｆターム(参考) 2E162 BA05  CA16  CA32  DA06  FA14  FD04 
　　　　 　　  4G112 PA17  PB19  PB30 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

